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国民健康保険システム標準化検討会
-親会-

資格管理 WT
賦課管理 WT
給付管理 WT

ベンダ分科会
（新規）

特定健診等 WT

○国民健康保険システム標準化検討会に特定健診等WT（ワーキングチーム）を新設。

○特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査について特定健診等WTで検討。

○特定健診等WTで検討した結果を検討会（親会）で承認。
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１．会議体全体図

＜座長＞
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授 岡村 智教

＜地方自治体構成員＞
北海道遠軽町
東京都江戸川区
東京都八王子市
大阪府大阪市
高知県香南市

＜ベンダ構成員＞
アトラス情報サービス株式会社
株式会社ＲＫＫＣＳ
四国情報管理センター株式会社
株式会社ＴＫＣ
日本電気株式会社
富士通Japan株式会社

令和５年度 特定健診等WT構成員



令和５年度 検討スケジュールと課題について

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

国保標準仕様書

健診等標準仕様書

▲9/14 第１回検討会

△1/31 【第1.2版】公開

△３月末【0.9版】（案）

（仮称）公開

全国意見

照会①

10/2～10/18

▲8/24 第１回合同WT ▲12/25 第２回合同WT

▲1月中下旬 第４回検討会▲11中旬 第2回検討会（書面）

全国意見

照会②

11月下旬～12月初旬

体制構築

▲11/16 第１回WT

標準仕様書（案）

作成

▲12月初旬 第３回検討会

全国意見

照会

▲2月上旬 第２回WT

▲３月上旬 第５回検討会

WT・検討会

意見反映

照会

結果

反映

照会

結果

反映

WT・検討会

意見反映

WT・検討会

意見反映

照会

結果

反映

WT・検討会

意見反映

※検討会委員については特定健診等WTへのオブザーバー参加を可能とする。

12月上旬～12月下旬

【検討体制・スケジュールに関する課題】

①国保業務の検討加えて、特定健診等WTにおける検討業務を追加すると、国保業務用と特定健診等業務用の両方について検討会を開
催することとなり、委員の負担が増大することが懸念されること。

②検討会については、国保システムの機能要件を議論するため、国保業務に携わる自治体及びベンダの担当者で構成されており、特定
健診等に係る機能要件について議論を行うことを想定した体制となっていないこと。

③国保・特定健診ともに限られた期間での公開が必要であるが、全国意見照会や標準仕様書の公開にあたっては、検討会を開催した上
で次の作業工程に進むという従来からの運用ルールを厳格に適用することで、公開スケジュールに影響が生じる可能性があること。

⇒ ①～③の課題を解消したうえで、円滑な検討を行うため、現行の開催要綱の改正する。

《現行の運用ルールに基づくスケジュール》
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令和５年度 検討スケジュールと課題について

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

国保標準仕様書

健診等標準仕様書

▲9/14 第１回検討会

△1/31 【第1.2版】公開

△３月末【0.9版】（案）

（仮称）公開

全国意見

照会①

10/2～10/18

▲8/24 第１回合同WT ▲12/25 第２回合同WT

▲1月中下旬 第３回検討会▲11中旬 第2回検討会（書面）

全国意見

照会②

11月下旬～12月初旬

体制構築

▲11/16 第１回WT

標準仕様書（案）

作成

▲12月初旬 第３回検討会

全国意見

照会

▲2月上旬 第２回WT
▲３月上旬 第５回検討会

WT・検討会

意見反映

照会

結果

反映

照会

結果

反映

WT・検討会

意見反映

WT・検討会

意見反映

照会

結果

反映

WT・検討会

意見反映

※検討会委員については特定健診等WTへのオブザーバー参加を可能とする。

12月上旬～12月下旬

【検討体制・スケジュールに関する課題に対する対応について】

○ 特定健診等の標準仕様書については、標準仕様書の位置付け（国保のサブユニットとして個別に策定）や検討体制（特定健診等業
務に携わる自治体・ベンダの担当者で構成）を考慮すれば、国保からは独立した形で議論が進められることが運営上、特定健診WT
でまとめられた議論の結果を、次工程に進めることを可能とするための開催要綱の整備（※）を行うこととする。

○ 今回の検討会にて、開催要綱の整備を行った後、特定健診等の機能要件に係る全国意見照会から上記運用を開始する予定。

⇒検討会への報告（書面報告） ⇒検討会への報告（書面報告）

※ 「国民健康保険システム標準化検討会開催要綱」とは別に「特定健診等ワーキングチーム開催要綱」を策定する。特定健診等WTにおける議論
の結果については、検討会へ書面報告を行うこととする。

※ 国保・特定健診等でそれぞれ検討を行うが、対象者データの連携等、特定健診等システム標準仕様書で規定する機能要件により、国保システ
ムの機能要件に影響が生じる場合には、国保の機能要件の議論の中で取扱うこととする。

《改正後スケジュール》



（参考）開催要綱の改正趣旨

4

《 開催要綱第３の４ 改正趣旨 》

（１） 合同WTとして開催することもあることを踏まえ、実態に即して表現を修正。

（２） 現在は、推薦を前提としていないことから、当該規定を削除。

（３） 特定健診等WTにおいては、検討会座長の指名により、学識経験者からWTの座長に就任していただいたこと、また、今後、他のWTにおいても同
様の対応が必要となった場合に備え、規定を整備。

（４） 特定健診等WTについて、独立した運営が可能となるよう、開催要綱を別途定める旨を規定。

※ただし、特定健診等WTが国保検討会が設置するWTであることから、特定健診等WTの開催要綱中に、国保検討会への報告規定を設ける。

⇒「全国意見照会、標準仕様書の公開、その他座長が必要と認める場合は、国民健康保険システム標準化検討会への報告を行うものとする。」

（資料No.6-2特定健診等WT開催要綱 第３の４（２）抜粋）

資料No.7国民健康保険システム標準化開催要綱 新旧対照表


